
 

実施日 平成30年9月3日 担当 諫早労働基準監督署 

労働災害の防止にむけた取り組みについて 

 

 諫早労働基準監督署（署長 前原 武士）は、平成２９年の全産業における休業４日

以上の労働災害発生件数が、前年（平成28年）より26件（9％）増加したことか

ら、一般社団法人 長崎県労働基準協会 諫早大村支部を通じて、傘下会員事業場に労

働災害の防止にむけた取り組み（安全衛生点検の実施）をお願いしました。 

 

 なお、諫早労働基準監督署（管内：諫早市、大村市、東彼杵町）の平成29年の全

産業における休業４日以上の労働災害の「事故の型」及び「年代別」の発生状況は以

下のとおりです。 
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労働災害の防止に向けた取り組みについて 

 
 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は労働基準行政の推

進にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
 さて、平成 29年の諫早労働基準監督署管内の労働災害（休業 4日以上）は全
産業で 312件発生しており、平成 28年より 26件（9％）の増加となりました。 
 業種別では、第 3 次産業における災害が全体の約半数を占めており、中でも
商業における労働災害は毎年増加しています。 
 災害の特徴としては、転倒災害が全体の約 3割を占めており、年代別では 50
歳以上の労働者の災害が 5割を超えています。 
 この様な中、労働基準行政としては「STOP！転倒災害プロジェクト」、「働く
人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」、さらには高年齢労働者の安全と

健康確保のための職場改善に向けた「エイジアクション 100」等の施策を展開
しています。 
 長崎県労働基準協会 諫早大村支部の会員事業場の皆様におかれましては、日
頃より労働災害の防止にご尽力を頂いていることと存じますが、改めて裏面の

チェックリストを参考に安全点検を実施して頂き、更なる労働災害の防止に取

り組んで頂きますようお願い致します。 
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第 3次産業 



 
● 労働安全衛生法に基づく以下の管理者等を選任していますか。 
 □ 安全管理者 （選任が必要な業種が限定されています） 
 □ 衛生管理者 （労働者 50名以上の全ての業種） 
 □ 安全衛生推進者 又は 衛生推進者 （労働者 10～49名の事業場） 
    □ 産業医 （労働者 50名以上の全ての業種） 

□ 安全推進者の配置（安全推進者の選任義務のない業種において労働災害が多発してい

るため、指針により自主的な配置をお願いしています。） 
 
● 以下の安全衛生活動に取り組んでいますか。 

□ 転倒災害の防止について「STOP！転倒災害プロジェクト」を参考に、職場の転倒災
害の防止に取り組んでいますか。 

□ 危険の「見える化」に取り組んでいますか。 
  （床の段差・階段への着色、突起部への表示・保護、危険場所の注意喚起など） 
□ 職場の４S（整理、整頓、清掃、清潔）について、定期に点検を行うなど、職場の安
全活動に取り入れていますか。 

□ 腰痛予防対策（作業方法の改善、体操、教育等）に取り組んでいますか。 
□ 高年齢労働者の安全と健康確保のための職場改善「エイジアクション 100」に取り組
んでいますか。 

□ 発生した労働災害について、類似災害の再発を防止するため、発生状況・原因及び再

発防止対策の検討を行い、記録に残していますか。 
  □ また、その結果を労働者に周知していますか。 
 （同様の災害が繰り返し発生する事業場の傾向として、「過去の災害事例が保存されていない」「災

害発生後に口頭で注意するだけで具体的な対策が取られていない」ことがあります） 

□  労働災害防止対策の手法である「リスクアセスメント」について、取り組みを進めて
いますか。（平成 18年 4月 1日 労働安全衛生法改正により努力義務となりました。） 
 

※ 取り組みの詳細資料（パンフレット等）は「STOP！転倒災害プロジェクト」「安全の見える化」 
「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」「エイジアクション 100」で検索下さい。 

 
● 労働者への安全衛生教育について 

□ 労働者を雇い入れたときは、業務に関する安全又は衛生のため必要な事項（過去の災

害事例を含む）について、教育を行っていますか。 
□ 労働者の作業内容を変更したときは、業務に関する安全又は衛生のため必要な事項に

ついて、教育を行っていますか。 
□ 安全又は衛生のための教育では、教育を行う人によって内容が異ならないよう、作業

手順書を使用（作成）していますか。 
□ 作業手順書にはヒヤリハット、過去に発生した災害事例の検討が生かされています

か。 


